
1　事業の概要

①　成果目標（H25)

②　事業内容

　国庫支出金

　県　債

　その他（　　　　　　）

　一般財源

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

２　今後の事業の方向性

予

算

額

前年度繰越 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1,469 1,430 1,395 1,355

□ 事業を実施しない □ 事業を見直して実施 ■ 事業を現行どおり実施

今後、事業

をどのよう

にしていき

たいか

　都市計画審議会は、県が都市計画に関する事項について、都市計画法に基づき都市計画案を調査審議する機関であり、引き続き適正

に調査・審議を行うとともに、必要に応じて環境影響評価に関する事項を調査審議するための専門委員会を開催する。

目標に対

する成果

の状況

　目標どおり長野県都市計画審議会を４回開催し、20議案について審議・議決を行った。

 概算事業費（B（A）+C）

5,043 4,960 4,890 5,484

4,129 4,129

事

 

業

 

コ

 

ス

 

ト

区　　分（単位：千円） 23年度 24年度

Aの

財源

1,430 1,395

概　算

人件費

0.50 0.50 0.50 0.50

4,129

914 831 761

4,129

0

1,430 1,395 1,355

0

合計（A) 1,469 1,355

４回

25年度

25年度25年度

25年度 26年度

0 0

当初予算 1,469

補正予算 0 0 0

長野県都市計画審議会環境

影響評価専門委員会の開催

直接

事業内容

（単位：千円）　

項目

実施方法

H25事業実績

H25

H26

（当初） （決算） （当初）

長野県都市計画審議会の開催
直接 ４回開催 1,220 761 1,178

事案なしのため開催実績なし 175

県が関与

する理由

目指す姿

現状

県でなければ実施不可（法令等義務）

県民との協働による実施： 困難

【左記の説明、根拠法令等】

都市計画法、長野県都市計画審議会条例

課・室 都市・まちづくり課

総合５か年

計画

プロジェクト  E-mail

toshi-machi@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開

５－２　快適で暮らしやすいまちづくり

1,355

　都市計画法（昭和43年法律第100号）の規定に基づく事項及び他の法令の規定により権限が属する事項について、適正に調査・審議す

る。

　都市計画法第77条第１項の規定により、都道府県に都市計画審議会を置くこととされているとともに、同項の規定に基づく長野県都市計

画審議会条例（昭和44年条例第22号）第４条第２項の規定により、専門委員からなる委員会を設置している。

成果目標の達成状況

項目

審議会開催回数

事業番号 11 07 01

事業改善シート （25年度実施事業分）　　□予算要求　　□当初予算案　　□補正予算案　　　■点検

事　業　名

都市計画諸費

都市計画諸費都市計画諸費

都市計画諸費

担

当

課

部局 建設部

　　３　ゆとりある住環境の形成 実施期間 S44 ～

４回 ４回 達成

　長野県都市計画審議会を年４回開催して、必要な都市計画の決定・変更等について審議するとともに、必要に応じて同審議会環境

影響評価専門委員会を開催する。

Ｈ25

H26

目標

H24末

（実績）

目標 成果

達成状況

４回

0 177

合計 1,395 761


